
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
第　　　　　 号

前回校了日：21.04.02 最終データ保存日：22.02.25
WAVE4-にほんでんし-しおり-亀山市-11 校了日：

－ 12 －

（注意）
1　この申請の要件である給与
の支払を受ける者の人数が「常
時10人未満」というのは、常に
10人に満たないということであ
って、多忙な時期などにおいて
臨時に雇い入れた者がいるよう
な場合には、その人数を除いた
人数が10人未満であることです｡

2　納期の特例について承認を
受けていた事業所は、給与の支
払を受ける者が常時10人未満で
なくなった場合には、この旨を
速やかに市長に届け出なければ
なりません。

3　滞納や著しい納入遅延があ
るような場合については、この
時例の承認を取り消す場合があ
ります。

4　前年度に納期の特例の承認
を受けていた事業所にあって、
本年度も引き続き納期の特例の
承認を受けたい場合、自動継続
されますので、申請の必要はあ
りません。

地方税法第321条の 5の 2及び市 ･町税条例等の規定による特別徴収税額の納期の特例について、承認を受けたいので申請します。

特例の適用をうけようとする税額

人
外　　人

円
円外

処 理 区 分
承　　認 施 行 決 裁

却　　下
（却下の理由）

年　月
人

外　　人
円
円外

年　月

人
外　　人

円
円外

年　月
人

外　　人
円
円外

年　月

人
外　　人

円
円外

年　月
人

外　　人
円
円外

年　月

年  月(   月  日納期分)以降の納入に係る市(町)民税・県民税の特別徴収税額

申請の日前 6か月間の各月末の給与
の支払を受けた者の人員及び各月の
支払金額（外……は臨時勤務者に係
るもの）

(１)　現に市税の滞納があり、又は
最近において著しい納付もしくは
納入の遅延の事実がある場合にお
いて、それがやむを得ない理由に
よるものであるときは、その理由

(２)　申請の日前 1 年以内に納期の
特例について、その承認を取り消
されたことがある場合には、その
年月日

亀山市長
（宛先）
令和　 年　 月　 日

申
請
者

※
｠

市
町
記
入
欄

〒

氏名又は法人の
名称及び代表者
氏 名 印

個 人 番 号
又 は 法 人 番 号

住所又は所在地

特別徴収義務者指定番号

電話番号

担当者名

三
重
県
内
全
市
町
共
通
様
式

三
重
県
内
の
他
市
町
に
提
出
す
る
場
合
も
ご
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。
宛
先
を

訂
正
し
て
、
提
出
先
の
市
町
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

年　　月　　日 年　　月　　日 起 案 年　　月　　日

名 簿 記 入 記入徴収簿
台　帳 通知書作成



特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
第　　　　　 号

前回校了日：21.04.02 最終データ保存日：22.02.25/22.03.11
WAVE4-にほんでんし-しおり-亀山市-10 校了日：

－ 11 －

（注意）
1　この申請の要件である給与
の支払を受ける者の人数が「常
時10人未満」というのは、常に
10人に満たないということであ
って、多忙な時期などにおいて
臨時に雇い入れた者がいるよう
な場合には、その人数を除いた
人数が10人未満であることです｡

2　納期の特例について承認を
受けていた事業所は、給与の支
払を受ける者が常時10人未満で
なくなった場合には、この旨を
速やかに市長に届け出なければ
なりません。

3　滞納や著しい納入遅延があ
るような場合については、この
時例の承認を取り消す場合があ
ります。

4　前年度に納期の特例の承認
を受けていた事業所にあって、
本年度も引き続き納期の特例の
承認を受けたい場合、自動継続
されますので、申請の必要はあ
りません。

地方税法第321条の 5の 2及び市 ･町税条例等の規定による特別徴収税額の納期の特例について、承認を受けたいので申請します。

特例の適用をうけようとする税額

人
外　　人

円
円外

処 理 区 分
承　　認 施 行 決 裁

却　　下
（却下の理由）

年　月
人

外　　人
円
円外

年　月

人
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年　月
人

外　　人
円
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人
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円
円外

年　月
人

外　　人
円
円外

年　月

年  月(   月  日納期分)以降の納入に係る市(町)民税・県民税の特別徴収税額

申請の日前 6か月間の各月末の給与
の支払を受けた者の人員及び各月の
支払金額（外……は臨時勤務者に係
るもの）

(１)　現に市税の滞納があり、又は
最近において著しい納付もしくは
納入の遅延の事実がある場合にお
いて、それがやむを得ない理由に
よるものであるときは、その理由

(２)　申請の日前 1 年以内に納期の
特例について、その承認を取り消
されたことがある場合には、その
年月日

亀山市長
（宛先）
令和　 年　 月　 日

申
請
者

※
｠

市
町
記
入
欄

〒

氏名又は法人の
名称及び代表者
氏 名 印

個 人 番 号
又 は 法 人 番 号

住所又は所在地

特別徴収義務者指定番号

電話番号

担当者名

三
重
県
内
全
市
町
共
通
様
式

三
重
県
内
の
他
市
町
に
提
出
す
る
場
合
も
ご
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。
宛
先
を

訂
正
し
て
、
提
出
先
の
市
町
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

年　　月　　日 年　　月　　日 起 案 年　　月　　日

名 簿 記 入 記入徴収簿
台　帳 通知書作成

亀山市長
（宛先）

令和　　年　 月　 日

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

市（町) 税条例等の規定により届出をします｡

納期の特例の要件を欠いた理由

納期の特例の承認の
取消による納期の特例

　　月分から　　月分までの

納期は　　　月　　日となる。 円

1 . 給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなったため

2 . 納期の特例の必要がなくなったため

3 . その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

摘 要 及 び 連 絡 事 項

届

出

者

名　称
(氏　名)

所在地
(住　所)

個人番号
又は法人番号

三
重
県
内
全
市
町
共
通
様
式

三
重
県
内
の
他
市
町
に
提
出
す
る
場
合
も
ご
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用
い
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だ
け
ま
す
。
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先
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訂
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し
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提
出
先
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市
町
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

特別徴収義務者
指 定 番 号

電 話 番 号

担 当 者 名

※

市
町
記
入
欄

※

備

　考

　欄

納期の特例を認めた税額

月分から
月分まで

【記入例】

納期の特例について
　総従業員数（亀山市内、市外を問わず）が常時10人未満の場合、半年に一回納入していただく納期の特例を受けていただ
くことができます。6月分から11月分までの月割額を11月分（12月10日）、12月分から 5月分までの月割額を 5月分（ 6月10日）
で納入していただきます。ただし、他の税目を含めた税金の滞納がある事業所については、納期の特例を受けていただくこ
とはできません。なお、納期の特例は納期未到来の税額に適用されます。
※適用は自動継続となります。特例の適用をやめる場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出していただく必
　要があります。なお、滞納や納入遅延がある場合、承認を取り消すことがあります。
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